
〜毎月1日は
「門前清掃の日」です〜

【旧尾道・御調・向島地区】 尾道市クリーンセンター （☎0848-48-2900）
 　衛生施設センター【持込】・清掃事務所【収集】
【因島地区（原・洲江含む）】 南部清掃事務所 （☎0845-24-0432）
【 瀬 　 戸 　 田 　 地 　 区】 南部清掃事務所瀬戸田分所 （☎0845-27-0454）

日曜にも受け取れます
マイナンバーカード

金曜は午後7時まで市民課関係
窓口を時間延長します

マイナンバーカード（個人番号
カード）の交付案内が届いた人
1月26日㈰8：30〜12：00-※次回は2月23日㈷。
本庁市民課のみ

※市民課以外の各支所が交付場所になっている人
は、1月22日㈬までにご連絡ください。
・マイナンバーカード交付通知書兼照会書（交付
案内に同封）

・本人確認書類（交付案内参照）
・通知カード（回収します）
・住民基本台帳カード（回収します・お持ちの人のみ）
市民課（☎0848-38-9102）

本庁市民課、因島総合支所市民生活課
各種証明書（戸籍・住民票・印鑑証明・所得証明）
の発行、パスポートの受け取りなど

※住所変更、パスポートの申請はできません。
市民課（☎0848-38-9102）
因島総合支所市民生活課（☎0845-26-6208）

※所得に関する証明については、事前に担当課へ
ご確認ください。
収納課（☎0848-38-9172）
因島瀬戸田市民税係（☎0845-26-6227）

1月の「休日」のごみ持込受付（対象は家庭ごみ）

25日㈯ 御調清掃センター 8：30〜11：00

26日㈰

尾道市クリーンセンター

8：30〜12：00南部清掃事務所

瀬戸田名荷埋立処分地

2月11日「建国記念の日」のごみ収集
　火・金曜が「もやせるごみの収集地域」のみ
収集します。（ごみの持込受付はありません）
※もやせるごみ以外の収集はお休みです。

事業所からのごみは、ごみステーションには出せません！
　事業所（事務所や工場など）から出るごみは、一般廃棄物、
産業廃棄物を問わず、事業所ご自身の責任で処理してください。

環境資源リサイクルセンター （☎ 0848-48-2212）
10：00〜16：30／月・祝日休館

1／19㈰
13：30〜

自転車かんたん修理教室
300円　 2人　 修理用自転車など

1／22㈬
13：30〜14：30

EMボカシ・EM活性液講習会
10人　 米のとぎ汁（活性液）

2／6㈭
13：30〜15：00

ダンボールで生ごみを堆肥にしよう
600円　 10人　 ダンボール箱2個

2／7㈮
13：30〜14：30

天ぷら油で石けんをつくろう
200円　 5人　 ビニール手袋、エプロン

2月の出張販売
2／ 1 ㈯10：00〜14：00 市民センターむかいしま
2／12㈬10：30〜14：00 瀬戸田市民会館前駐車場
2／14㈮10：00〜14：00 道の駅クロスロードみつぎ

2／2㈰
10：00〜15：00

フリーマーケット〈出店者募集〉
1区画1,000円　募集店数：5店

https://www.facebook.com/onomichi.recycle

　必ず分別をして持ち込んでください。（資源物・粗大ごみを含む）
※向島クリーンセンター・因島リサイクルセンターは休日の
持込受付はありません。
休日のごみ持込は大変混雑しているため、可能な人は、比較
的空いている平日に持ち込んでください。

11広報おのみち・令和2年1月

く
ら
し
の
窓

健
康
・
福
祉

子
育
て

ス
ポ
ー
ツ

芸
術
・
文
化

相

　
　談

情
報
ア
ラ
カ
ル
ト

く
ら
し
の
窓

Q	1

Q	3

Q	2

Q	4

20歳になったら国民年金

くらしの窓 市からのお知らせ

証明等の窓口が変わります

　新本庁舎への移転を機に、市民
サービスの向上を目指し、所得・課税
証明と納税証明が市民課の窓口でも
受け取れるようになります。所得・課
税証明と納税証明は、これまでどおり
収納課でも受け取れます。
　また、市民課で行っていた自動車臨
時運行許可の窓口は、市民税課に変
わります。-※因島総合支所でも、市民
税課因島瀬戸田市民税係に変更。
市民課（☎0848-38-9102）
収納課（☎0848-38-9172）
市民税課（☎0848-38-9213）

ミツバチを飼育している人は
飼育届の提出を

　今年、ミツバチを飼育する予定の人
は、1月31日㈮までに飼育届の提出が
必要です。
　詳しくは、お問い合わせください。
広島県東部畜産事務所

（☎084-921-1311（内3906））

国保「医療費のお知らせ」
希望者へ事前送付します

　2月下旬、尾道市国民健康保健加
入の各世帯主宛に「医療費のお知ら
せ」を通知しますが、これより前に送
付を希望する世帯には事前送付しま
すので、ご連絡ください。
送付時期　1月下旬ごろ（通知内容：
平成31年1月〜令和元年11月診療
分）

※2月下旬に通常送付する「医療費の
お知らせ」には、平成31年1月〜令和
元年12月診療分の1年間分が記載
されます。
保険年金課

（☎0848-38-9107）

尾道税務署での確定申告の窓口相談等
■確定申告の窓口相談・申告会場の受付期間（令和元年分）
2月17日㈪〜3月16日㈪　※土・日・祝日を除く。

受付　8：30〜16：00、相談　9：00〜17：00
場所　尾道税務署
※2月16日㈰以前は、申告会場は設置していません。
※申告書の提出は、2月14日㈮以前も、郵送等や窓口で受け付けています。
■e-Taxの利用が便利です。 
　マイナンバーカード・ICカードリーダライタを持っていない人も、ID・パス
ワード方式を利用すれば、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コー
ナー」から、e-Taxで申告できます。-
　令和2年1月から、パソコン・スマートフォンで所得税の確定申告書が作成
できます。

申告会場は大変混み合います（特に申告会場の開設直後）。
e-Taxか郵送での提出が便利です。

確定申告テレフォンセンター
（尾道税務署☎0848−22−2131／音声ガイダンスから0番に
開設期間　1月17日㈮〜3月16日㈪8：30〜17：00
　　　　-※原則、土・日・祝日を除く。）

新成人の
皆さんへ

国民年金制度とは
どんな制度ですか。

収入が少ないので、
保険料を納めること
が難しいときは。

加入手続きは
どうしたらいいですか。

保険料を納めないと
どうなるのですか。

A 老後や不慮の事故に対し
ての生活保障を目的とした
制度で、国内に住所がある

20歳以上60歳未満の人は全員加
入する必要があります。

A 申請すれば前年の所得を
もとに保険料の納付が猶
予されます。学生には｢学生

納付特例制度｣、学生でない50歳
未満の人には｢納付猶予制度｣が
あります。この期間は将来受け取
る年金額には反映されませんが、
10年以内であればさかのぼって
納付（追納）できます。

A 特に必要ありません。誕生
日から約10日後に日本年
金機構から年金手帳や国

民年金保険料の納付書が届きま
す。ただし、保険料の口座振替や
免除等を希望される人は、市役所
で手続きが必要です。

A いざ年金をもらうとき、必
要な資格期間を満たさず、
受給できなかったり、将

来受け取る年金額が少なくなり
ます。また、病気やけがで障害が
残ったときや死亡したときに、障
害年金や遺族年金が受けられな
い場合があります。

保険年金課（☎0848-38-9143）
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